
完全統一：県内のどこに住んでいても、同じ所得水準、世帯構成であれば、同じ保険税であること。

現在 ：残る課題について、県及び市町村間で合意形成に向けた協議を進めている。

国保財政の
安定化

被保険者間の
公平性確保

市町村国保の
財政リスク顕在化
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国保財政の
更なる安定化

納付金ベースの統一(R6~) 完全統一(R15~)

【資料編】国民健康保険税水準の統一に向けた状況

R5合意
R2合意

子ども･子育て支援金制度開始

【保険税水準の統一（完全統一）：R15年度～（目標）】

県：財政運営の責任主体

H30年度

医療の給付水準と

負担（＝保険税率）が

同じ水準

H29年度まで

市町村が個別に国保を運営

R6年度

医療費水準の変動リスクを
県全体で平準化
＝高医療費市町村のリスク解消

R15年度

今回(R8)

・国制度創設（子ども･子育て支援金）に伴い、運営方針の一部見直しを行うもの。
・あわせて、完全統一前の段階的な統一（円滑な完全統一移行）を図るため、
子ども･子育て支援金分の保険税水準について、R8~先行して県内統一を進めるもの。

今回の
改定趣旨

令和７年度第１回国保運営協議会
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【資料編】子ども･子育て支援金制度

■ポイント

➢ 少子化対策の財源として、
令和8年度から子ども･子育
て支援金制度創設

➢ 保険者は、現状の保険税と
合わせて、子ども･子育て支
援金を徴収（R8:一人当た
り250円程度/月）

➢ 国民健康保険は、現行制
度の取扱いを踏まえ、低所
得者軽減や財政支援等が
行われる。

※ 18歳以下は均等割全額軽減
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◼ 【参考】保険税の仕組み

保険税区分

区分 概要

医療分 保険給付費を支払う財源のために徴収する保険税

後期高齢者支援金 後期高齢者支援金を支払う財源のために徴収する保険税

介護納付金 介護納付金を支払う財源のために徴収する保険税

子ども･子育て支援金 子ども･子育て支援納付金分を支払う財源のために徴収する保険税

方式 概要

所得割 世帯の所得額に率を乗じて算定する保険税

均等割 被保険者１人ごとに○○円と算定する保険税

（子ども･子育て支援金の場合
：18歳以上均等割）

（18歳以上の）被保険者１人ごとに○○円と算定する保険税
※18歳未満の被保険者は全額軽減

平等割 １世帯ごとに○○円と算定する保険税

算定方式

【新】

【新】



◼ 【参考】子ども･子育て支援金に係る標準保険料率(統一保険税)算定方法
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保険税の算定

①県全体の納付金算定

子ども･子育て
支援納付金

総額
（県全体）

納付金総額
（県全体）

－ 公費等

②各市町村の納付金額を算定

納付金総額
（県全体）

×

※一部簡略化

÷

各市町村の
シェア
・所得金額
・被保険者数
・世帯数
・収納率※

各市町村の
標準的な
収納率

（割戻し）

各市町村
納付金 ÷

③必要保険税額の算定

所得水準
(県全体)

各市町村
保険税
賦課総額

÷

④統一保険税の算定

被保険者数
(県全体)

世帯数
(県全体)

統一
保険税率

①県全体の納付金を算出 ②市町村へ負担能力に応じて按分
- 運営方針で定める標準的な賦
課割合と同割合で納付金を按分

1) 応能：応益＝所得係数(β:1)
2) 応益：均等割:平等割=70:30
※収納率の反映は、子ども･子育て支
援金のみ

③市町村が必要な保険税を集め
られるように、収納率で割り戻しを
行う。

④ ③の県全体の総額＝必要保
険税を徴収するための税率計算
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◼ 【参考】子ども･子育て支援分の算定に係る算定方式等

子ども･子育て支援分 考え方 【参考】医療、後期及び介護分
（第3期国保運営方針）

所得水準の反映
β

（全国平均を１とした場合の群馬県の所得水準）
他の区分と同様 β

市町村標準保険料率
の算定方式

３方式
（所得割・均等割（＋「18 歳以上被保険者均等割」）・平等割）

他の区分と同様 ３方式（R9年度から）

指数(賦課割合)
①所得割：1.0
②均等割：0.7
③平等割：0.3

他の区分と同様
①所得割：1.0
②均等割：0.7
③平等割：0.3

標準的な収納率

（現年分の収納額+滞納繰越分の収納額+保険税の法定軽減分に
係る繰入基準額）÷ （現年分の調定額+保険税の法定軽減分に係
る繰入基準額）

※直近３年間の平均※

県全体の収納率がより高
いほど被保険者の保険税
負担が軽減され、市町村
間の差が小さく公平性も確
保できる調整方法であるこ
とから、国の例示を参考に、
市町村の納付金に対する
財源がより実態に即してい
る方法を採用。

・市町村ごとの過去３か年平均の現年収
納率
・収納率の納付金反映の仕組みについては、
協議･検討中。
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